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令和５年度　佐渡市子ども・子育て支援事業評価（目標・進捗状況）



【基本目標】１．子育ち

　【基本施策】（１）教育・保育の量の確保と質の向上

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

学習意欲向上プロジェク
ト

学力を高めるために基
礎・基本の定着を図ると
共に、自ら学び自ら考え
る力の育成を図ります。

学校教育課 外部講師（大学教授等）
を招聘しての研修活動の
一層の充実、島外先進校
の視察を通しての研修

市内小中学校教員
児童生徒

市内13中学校区全
てで実施。

１３中学校区中、８学区が実
施

△

島外との行き来
が多少従前に比
べて戻りつつあ
るが、島外への
研修はリスクが
多いことから、
参加できない学
区もある。オン
ライン研修等へ
の積極的な参加
を促していく必
要がある。

先進地視察等の研修参加
費や旅費等の関係から、
参加できない課題があ
る。また、コロナ等の影
響から、実施できない中
学校区があった。

市内１３中学校区
全て実施

１３中学校区中、６学区が実
施済　２校が進行中である。
（１０月末現在）

キャリア教育推進事業 佐渡の自然、歴史、文化
を学ぶ佐渡学や地域産業
学習を実施し、郷土愛の
醸成と職業観の育成を図
るキャリア教育を推進し
ます。

学校教育課 佐渡の自然、歴史、文化
を学ぶ佐渡学や地域産業
学習を実施し、郷土愛の
醸成と職業観の育成を図
るキャリア教育を推進し
ます。

①みらいずノートの活用
②キャリアパスポート研
修の実施
③課題解決型職場体験の
実施と充実
④マナー講座

①100%
②100%
③100%
④100%

①②キャリアパスポート研修
会をR4.7月に実施し、みらい
ずノートの活用についても、
研修会のときに活用促進を
図った。
③④課題解決型職場体験、マ
ナー講座は全中学校で実施。
発表会を開催し、取組を事業
所と共有出来た。

◎

職場体験を通し
て実際の仕事に
触れ、働く大人
とかかわること
は、子どもたち
のキャリア形成
の上でとても意
義のある活動で
ある。

課題解決型職場体験の趣
旨や進め方について、学
校と事業所の理解、協力
体制の構築が必要であ
る。また、今後もこの事
業を進めていく上で協力
事業所の確保が不可欠で
ある。

①100％
②100％
③100％
④100％

①②キャリアパスポート研修
は２年に１回の開催に変更し
たため今年度は実施しない
が、支援訪問や職場体験研修
会の際に活用促進を図った。
③職場体験は全中学校、羽茂
高校で10月末までに実施。
マナー講座は、全中学校、羽
茂高校で実施した。

心の教室相談員配置 自分を大切にでき、他人
を思いやることのできる
教育活動の推進を図りま
す。

学校教育課 小学校児童、中学校生徒
の教育相談や心の居場所
づくりを行う。

小学校　児童
中学校　生徒

・中学校の不登校
生徒数が前年度を
下回る。（前年度
42名）

・別室登校の多い中学校６校
に、計６名配置した。年度末
時点での相談件数は、６名で
延べ6,583件。
・特に相談体制の強化が必要
な中学校に配置日数を増やし
たため、小学校への配置まで
にいたらなかった。

○

中学校の不登校
生徒数は49件
で前年度比＋7
名であった。

・生徒の悩みに寄り添い受
容的に相談に応じること
で、不登校の予防的効果は
大きい。しかし、６校で
6,000件を大きく上回る相
談件数は実態を把握しきれ
ていないと思われるため、
報告要領を見直したい。

・中学校の不登校
生徒数が前年度を
下回る。（前年度
49名）

・前年度同様、中学校6校に計
6名を配置する計画だったが、
相談員を確保できず５校５名
の配置にとどまっている。
・１学期末時点での相談件数
は、5名で延べ648件。各相
談員からの報告要領に見直し
をかけた。

佐渡産物を使用した「佐
渡イチオシ食材」
（旧　佐渡産物を使用し
た統一献立）

地産地消を推進するとと
もに、給食センターの栄
養士と生産者のもとへ取
材に伺い、取材する佐渡
産物の特徴や栽培してい
て苦労していること、や
りがいを生産者から聞き
取り、給食だよりで紹介
する。また、給食で使用
可能な食材は掲載月の献
立に取り入れる。

学校教育課 佐渡産物を活用した学校
給食を生きた食育の教材
として活用することで、
食べ物や生産に関わる
人々への感謝の気持ちを
育み、郷土を愛する気持
ちを養うとともに、佐渡
産物の旬を児童・生徒及
び家庭等へ伝え、味・よ
さを知ってもらい、小・
中学校9年間の食育を推
進する。

小・中学校　児童生徒及
び保護者

調理場8施設
年７回実施
➀イチオシ食材紹
介４回
②給食レシピ紹介
３回

調理場８施設で実施
以下の７回実施
➀イチオシ食材紹介
5月：養殖昆布
6月：ネクタリン
10月：ぶどう
12月：みかん
②給食レシピ紹介
9月：カラフルポテト（じゃが
いも）
11月：チキンのアップルソー
ス（りんご）
2月：あんかけチャーハン（白
菜）

◎

学校栄養士と連
携でき、イチオ
シ食材や給食レ
シピを給食だよ
りへ順調に掲載
することができ
た。また、給食
だよりに取材し
た生産者が工夫
しているところ
や苦労したとこ
ろを伝えられ
た。

佐渡市HPにイチオシ食
材・給食レシピの掲載を
したが、保護者が見やす
いHPにする工夫が必要で
ある。

調理場8施設
年８回実施
➀イチオシ食材紹
介４回
②給食レシピ紹介
４回

調理場８施設で実施
以下の５回実施（10月2日現
在）
➀イチオシ食材紹介
６月：佐渡サーモン（銀鮭）
９月：きくらげ
②給食レシピ紹介
５月：エギとアスパラのグラ
タン（アスパラガス）
７月：いかのかりんあげ（い
か）
10月：おにまん（さつまい
も）

地域との連携ネットワー
ク[新規事業]

令和２年度に佐渡市の全
小中学校に学校運営委員
会が設置できるように支
援し、規則等整備してい
きます。

学校教育課 令和２年度にすべての小
中学校に設置された学校
運営協議会が円滑な運営
が出来るように支援して
いきます。

①ＣＳディレクターの全
配置の推進
②学校運営協議会の円滑
な開催

①100%
②100%
   平均年4回実施

①全24学校運営協議会のすべ
てにCSディレクターを配置出
来ている。
②全24協議会が計99回学校
運営協議会を開催している。

◎

CS研修会を実
施し、運用面の
充実を図った。
運営協議会平均
年4.2回実施

学校運営協議会運用の充
実と市民への周知が必要
である。

①100%
②100%
   平均年4回実施

①全24学校運営協議会のすべ
てにCSディレクターを配置出
来ている。
②9月末現在で計54回学校運
営協議会を開催。

ＩＣＴ整備事業
[新規事業]

ＩＣＴ教育推進のため、
小中学校にＩＣＴ機器を
計画的に整備します。

学校教育課 整備済のICT機器を適切
に管理運用し、ICTを活
用した教育指導・支援を
行う。

小・中学校　児童生徒 年度内に整備完了
させる。

①入札済　業者整備準備中
②無線LANを普通教室・教務
室の整備済
③完了 ◎

年度内に整備完
了し、ICT教育
環境の向上に繋
がった。

GIGAスクール構想にお
けるICT機器、ネット
ワーク環境は、整備を完
了した。今後機器の入替
更新の時期や費用の検討
が必要である。

授業支援ソフトの
利活用を図る。

・ICT支援員を活用し、機器の
不具合や故障に迅速に対応
し、適切な管理運営を行って
いる。
・ICTを利用した授業支援ソフ
ト等を導入し、活用してい
る。

キッズお仕事体験
（職業講話）

郷土愛と将来の夢や職業
観を育むため、佐渡市の
児童・生徒及び保護者を
対象としたキャリア教育
推進イベントを実施しま
す。

産業振興課 若手起業家による職業講
話を実施し、起業につい
て学ぶことで、進路の選
択肢を広げて、佐渡での
定住促進に繋げる。

市内中学生 児童・生徒が様々
な体験ができるよ
う取り組む

キッズお仕事体験は実施して
いない（実施計画無し）。
中学生を対象に若手起業家に
よる職業講話を実施。起業に
ついて学び、進路の選択肢を
広げる（R4.11月）

○

南佐渡中学校生
徒93名を対象
に実施した。起
業についてのイ
メージ作りが出
来た。

年間カリキュラムが決
まっている中での実施の
ため、早めの学校選定や
スケジュール調整が課題
となる。

進路の選択肢とし
ての「起業」イ
メージの普及

キッズお仕事体験に代わり、
市内中学生を対象に若手起業
家による職業講話を実施す
る。（R5.11月実施予定）

市展覧会作品募集 幼少期より創作を行うこ
とで、子どもたちの情操
を豊かに育むともに、将
来、芸術文化振興の担い
手となるよう市展作品を
募集します。

社会教育課 誰もが芸術、文化に親し
み、文化活動に参加し担
い手となるよう、さまざ
まな文化事業等を充実さ
せる。

佐渡島内の小中学校生徒
及び幼稚園、保育園の園
児

出展数
・一般／300点
・幼稚園，保育
園，小中学生／
1,050点

10月８日～12日に開催。
出展数
・一般／123点
・幼稚園，保育園，小中学生
／862点
入場者数2,834人

△

出品点数が増加
するよう各学校
の出品点数の制
限を見直すなど
工夫を凝らして
いく。

作品を作る時間がなかっ
たり、少子化等の影響も
あり、出品点数が伸びな
い。

出展数
・一般／300点
・幼稚園，保育
園，小中学生／
1,050点

10月７日から11日の間に開
催予定。

【 評価凡例 】　◎・・・達成できた　〇・・・概ね達成できた　△・・・達成できなかった　継・・・継続中  １．子育ち　2/12



具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

佐渡博物館等を活用した
学習支援事業

佐渡の自然、歴史、文化
を学ぶ佐渡学や地域産業
学習を実施し、郷土愛の
醸成と職業観の育成を図
り、学習活動を支援しま
す。

社会教育課 　小中学校の郷土学習を
支援し、子どもたちの郷
土愛の高揚を図る。
　イベントを開催するな
ど、博物館を楽しく学
び、体験できる文化施設
としての認知度向上に取
り組む。

　子どもから大人までの
島民全般

・小中学校への出
前授業の実施１５
回
・ワークショップ
等イベントの開催
１０回
・ジュニア学芸員
養成講座（前期、
後期）１２回

・出前授業20回
・ワークショップ等イベント
10回（488名）
・ジュニア学芸員養成講座
（前期、後期）12回 ◎

博物館の史料や
博物館の場を活
用したさまざま
なイベントによ
り佐渡の歴史文
化自然を学ぶ機
会を提供でき
た。

ここ数年で事業の種類や
回数を増やしてきてはい
るが、今後も同様に継続
していけるかが課題であ
る。

・小中学校への出
前授業の実施１５
回
・ワークショップ
等イベントの開催
１０回
・ジュニア学芸員
養成講座（前期、
後期）１２回

・小中学校への出前授業1回
・ワークショップ等イベント
の開催7回
・ジュニア学芸員養成講座5回

※R5.9月時点

園等巡回支援事業 保育園等への巡回訪問を
実施し、発達障がい児や
気になる子に対し、適切
な対応ができるよう保育
士等に助言します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

巡回支援専門員が各園を
年間４～5回訪問。園児
の行動観察を行い、気に
なる児の特性と適切な対
応の仕方を保育者に助
言。また、園全体が共有
できるようコンサルテー
ションを実施します。

市内の全保育園、幼稚園 ・巡回延園数
201園
・指導園児実人数
222人
・指導園児延人数
442人

・巡回延園数66園
・指導園児実人数109人
・指導園児延人数215人

◎

コンサルテー
ションの内容が
園全体で共有さ
れることから加
配担当者の責任
の重さも皆で共
感し指導に当た
ることができ
る。

園巡回後全体で共有でき
るコンサルテーションが
行き届いている。研修に
より気になる子への対処
方法のコツをつかみ日々
保育に活かしている。

・巡回延園数
180園
・指導園児実人数
200人
・指導園児延人数
450人

・巡回延園数74園
・指導園児実人数147人
・指導園児延人数165人

子どもが元気な佐渡が島
（たからじま）（子育て
応援宣言）

子どもたちが夢と希望を
持ち、健やかに育てる環
境づくりを目指した子育
て応援事業（施策）の実
施をし、佐渡市の子育て
支援を更に充実させま
す。

子ども若者課
（子育て支援
係）

佐渡市の子育て支援施策
を見える化するために、
庁舎前に「子どもが元気
な佐渡が島（たからじ
ま）・子育て応援宣言」
の垂れ幕設置や、子ども
の権利条例の制定を検討
します。

条例に関する周知
を行う。

R4.4.1佐渡市子どもが元気な
佐渡島(たからじま)条例及び条
例施行規則の施行
市ホームページでの周知

○

市ホームページ
に掲載し周知を
図った。

佐渡市の子育て支援にか
かる理念を示す条例であ
るため、今後どのように
市民や企業などに周知し
ていくか検討の必要があ
る。

条例に関する周知
を行う。

市民に分かり易く周知する方
法等について検討中

　【基本施策】（２）子どもや母親の健康確保と育成医療の推進

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

妊産婦訪問指導 医療機関と連携し、妊娠
中、産後の健康管理を支
援します。

健康医療対策
課

医療機関と連携し、妊娠
中、産後の健康管理を支
援します。

妊婦、産婦 産婦　100％ ・妊婦訪問は希望者に対し、
助産師が訪問し相談に応じて
いる。
・ニーズの高い産婦に対応で
きるよう、複数回の訪問に柔
軟に対応できるよう調整し
た。

◎

妊婦は希望者に
訪問することが
できた。産婦に
ついてもほぼ訪
問できている。

妊婦は希望者のみ訪問を
実施しているが、初産婦
への訪問は意識して勧め
ていく。

産婦　100％ ・妊婦訪問は希望者に対し、
助産師が訪問し相談に応じて
いる。
・ニーズの高い産婦に対応で
きるよう、複数回の訪問に柔
軟に対応できるよう調整し
た。

妊婦保健指導 両親が出産、育児に必要
な情報を得られ、気軽に
相談できる体制をつく
り、指導・相談を行いま
す。（パパ・ママセミ
ナー、プレママカフェ）

健康医療対策
課

両親が出産、育児に必要
な情報を得られ、気軽に
相談できる体制をつく
り、指導・相談を行いま
す。

概ね妊娠6～7か月の妊
婦とパートナー

パパママセミナー
初産の参加率
80％

・パパママセミナーは初産の
みを対象に年6回開催。
・新型コロナ感染症流行状況
を見ながら、より多くの参加
を受け入れられるようにし
た。

△

参加率は
５７．４％（初
産）。感染症の
流行もあり、よ
り参加率が減っ
た。

・新型コロナウイルス感
染予防対策をとりなが
ら、実施する必要があ
る。
・プレママカフェは今後
もニーズや内容の検討が
必要

パパママセミナー
初産の参加率
80％

・パパママセミナーは初産の
みを対象に年6回開催。
・新型コロナ感染症流行状況
を見ながら、より多くの参加
を受け入れられるようにし
た。

新生児・乳児訪問事業 早期訪問により母乳育児
の推進を図ると共に、親
の育児を支援します。

健康医療対策
課

早期訪問により母乳育児
の推進を図ると共に、親
の育児を支援します。

新生児、乳児 新生児、赤ちゃん
訪問100%

・助産師が生後1か月までに、
保健師が生後2か月頃に自宅を
訪問し、相談等に応じてい
る。島外に里帰りした場合も
他市に依頼し、実施してい
る。

◎

新生児、赤ちゃ
ん訪問ともほぼ
全員実施できて
いる。

タイムリーな訪問のため
に、医療機関との、より
密な連携が必要。

新生児、赤ちゃん
訪問100%

・助産師が生後1か月までに、
保健師が生後2か月頃に自宅を
訪問し、相談等に応じてい
る。島外に里帰りした場合も
他市に依頼し、実施してい
る。

乳幼児健診事業 発育・発達の確認によ
り、異常の早期発見、早
期治療に結び付けます。
また、親が安心して育児
できるように励ますと共
に仲間作りの場としま
す。

健康医療対策
課

発育・発達の確認によ
り、異常の早期発見、早
期治療に結び付けます。
また、親が安心して育児
できるように励ますと共
に仲間作りの場としま
す。

1か月児、3～4か月児、
6～7か月児、9～10か
月児、1歳6か月児、3歳
児

健診受診率
100％

・1か月健診は医療機関で個別
に実施。3～4か月児、6～7
か月児、9～10か月児、1歳6
か月児、3歳児健診は市が集団
で実施している。

◎

コロナの影響で
中止した健診が
あったが、電話
や訪問等で状況
を把握できた。

対象児減少により、適切
な健診回数の確保につい
て医療機関との調整が必
要。
感染対策で滞在時間や接
触、会話が制限され、仲
間づくりの設定が困難。

健診受診率
100％

・1か月健診は医療機関で個別
に実施。3～4か月児、6～7
か月児、9～10か月児、1歳6
か月児、3歳児健診は市が集団
で実施している。

歯科保健推進事業 乳児健診の会場や保育
園、幼稚園参観日など
に、歯科衛生士が歯科指
導や相談を行います。

健康医療対策
課

親子で歯みがき習慣を身
につけ、むし歯を予防す
る。

３～４か月、６～７か月
９～１０か月児の保護者
園児の保護者

・乳児健診時に歯
科保健指導を実施
する。
・前年度未実施の
園で歯科指導がで
きるよう働きかけ
る。

・乳児健診会場で歯科衛生士
による歯科指導を実施。
・希望する園には参観日等に
歯科衛生士による歯科指導を
実施している。

○

乳児健診時の歯
科保健指導は全
員に実施でき
た。

新型コロナウイルス感染
症の影響で園での集団指
導が開催できないことが
あった。

・乳児健診時に歯
科保健指導を実施
する。
・前年度未実施の
園で歯科指導がで
きるよう働きかけ
る。

・乳児健診会場で歯科衛生士
による歯科指導を実施。
・希望する園には参観日等に
歯科衛生士による歯科指導を
実施している。

フッ化物歯面塗布事業 子どもの時から歯や口の
健康を意識し、実行しま
す。

健康医療対策
課

子どもの時から歯や口の
健康を意識し、実行しま
す。

９か月児から4歳児 フッ化物歯面塗布
受診率80.0％

・対象者にフッ化物歯面塗布
券を送付。
・１歳６か月児健診の時に希
望者にフッ化物歯面塗布を実
施している。

○

フッ化物歯面塗
布の実施率は
6３.7％と前年
より減少。

フッ化物歯面塗布の実施
率の更なる向上に向け、
関係機関と協力してPRや
より受けやすい方法につ
いて検討が必要。

フッ化物歯面塗布
受診率80.0％

・対象者にフッ化物歯面塗布
券を送付。
・１歳６か月児健診の時に希
望者にフッ化物歯面塗布を実
施している。

佐渡市休日急患センター 日曜・祝日・年末年始の
軽症患者への適正な医療
を確保するため、佐渡
市・医師会・佐渡総合病
院で協力し運営。

健康医療対策
課

医療機関が休診になる休
日において、突発的な病
気にも対応可能な医療体
制により、安心して暮ら
すことができる子育て環
境を提供する。

子育て世帯を含む全市民 休日における医療
提供体制の維持

小児科実績54人

◎

軽症患者の救急
体制維持が図ら
れた。今後も継
続していきた
い。

担当する医師（佐渡医師
会所属医師）の高齢化及
び人数の減少

休日における医療
提供体制の維持

小児科実績２５人
（Ｒ５．８月末現在）

子どもの予防接種事業 子どもの健康を守り、周
りへの集団感染を防ぐた
め適切な予防接種の実施
を進めます。

健康医療対策
課

子どもの健康を守り、周
りへの集団感染を防ぐた
め適切な予防接種の実施
を進めます。

0歳～中学生 接種率９０％ 各予防接種の対象者へ案内を
送付し、受診勧奨を行ってい
る。

○

平均接種率
７２%

受診勧奨を行って、接種
率の維持が出来ている。
新型コロナワクチンのよ
うな臨時接種がある場
合、予定している接種間
隔が狂うこともある。

接種率９０％ 各予防接種の対象者へ案内を
送付し、受診勧奨を行ってい
る。
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

乳児家庭全戸訪問事業 乳児及びその保護者の心
身の様子及び養育環境の
把握を行い、子育てに関
する情報提供と育児不安
の軽減を図る。

子ども若者相
談センター

乳児及びその保護者の心
身の様子及び養育環境の
把握を行います。

生後４か月までの乳児の
いる家庭

・全数訪問 ・176人全数訪問実施

◎

・4年度は全数
訪問することが
でき、母とつな
がることができ
た。

・里帰りが長期化する場
合、会えない場合があ
る。

新生児・乳児訪問事業のどち
らも拒否した家庭を子ども若
者相談センターの家庭児童相
談員等が訪問する

子どもの医療費助成事業 子育て世帯の医療負担軽
減を目的とし、子どもの
18歳到達後の最初の3月
31日までの医療費の一
部及び入院に係る医療費
全額を助成する。

子ども若者課
（子育て支援
係）

子どもが医療機関を受診
した際の医療費を助成す
る。
【自己負担】
通院：１日につき530円
（同じ月で同一医療機関
５回目以降は無料）
入院：無料

高校卒業相当（18歳到
達年度末）までの子ども

子どもの医療機関
受診にかかる経済
的負担を軽減し、
子育て世帯が安心
して生活できるよ
う支援を行う。

子どもが医療機関を受診した
際の医療費を助成している。
島内の小児科を受診した際に
は、初診時特定療養費（保険
適用外）についても助成して
いる。

◎

医療費の助成
は、子育て世帯
の経済的負担に
繋がった。
助成内容は、県
内他市と比較し
ても充実してい
る。

助成内容については一定
の水準に到達している。
受給者証記載内容に変更
があった場合は変更届が
必要だが、一部手続きい
ただけていない。届出の
しやすさ等工夫する必要
がある。

子どもの医療機関
受診にかかる経済
的負担を軽減し、
子育て世帯が安心
して生活できるよ
う支援を行う。

子どもが医療機関を受診した
際の医療費を助成している。
島内の小児科を受診した際に
は、初診時特定療養費（保険
適用外）についても助成して
いる。

　【基本施策】（３）親子で学び遊べる場の提供

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

親子での読書普及 親子で参加できるお話し
会の実施などを通じて、
家庭での読み聞かせの普
及・定着を促す機会を提
供します。

社会教育課
（中央図書
館）

本の楽しさと、図書館の
利用方法について知って
いただき、子どもの読書
活動を推進する。

乳幼児から小学生までの
子どもと、その保護者

おはなし会等
６５回　1000人

おはなし会等
　５４回　569人
（R4年12月末） ◎

おはなし会だけ
でなく親子で参
加し読書に親し
める事業を行っ
た。

おはなし会等
　87回　1858人

おはなし会等
65回　1000人

おはなし会等
　４９回　６５７人（R5年9
月末）

ふれあい家庭学級、親子
体験教室

自然・伝統文化・環境な
どの佐渡学を中心とした
佐渡の魅力を感じ、郷土
愛を育む講座を行いま
す。

社会教育課 ジオパーク親子体験や家
庭教育学級などを開催
し、親子のふれあいや社
会参加を促し、人づく
り・仲間づくりを進めま
す。

親子 SNS等を活用して
事業の周知を図
り、各回10～15
人の親子が参加す
る。

市民講座親子で遊ぼうコース
・塩づくり体験６組16人
・しんこ作り体験３組６人
・石を使ってサバイバル！６
組18人
・シーカヤックで小木海岸探
検！中止
両津図書館 de ぶら～り ジオ
パークだっちゃ！
27人（うち親子６組16人）

○

親子で協力して
体験する内容と
しており、親子
で楽しめる講座
となった。

天候によりシーカヤック
ができなかった。
参加者が気軽に体験でき
る内容の講座のほうが、
参加者が集まりやすい。

SNS等を活用して
事業の周知を図
り、各回10～15
人の親子が参加す
る。

市民講座親子で遊ぼうコース
・サザエのつかみ取りとツボ
焼き試食　中止
・しんこ作り体験

親子ふれあいスポーツ 親子で参加できるスポー
ツ教室等の充実を図り、
子どもたちに体を動かす
ことの楽しさ、大切さを
学ぶ場を提供します。

社会教育課 各地区ごとに特色のある
親子参加型のスポーツ教
室を開催する。

園児から小学生までとそ
の保護者

市内全10地区にお
いて年間12回ず
つ、計年間120回
開催する。

全10地区で74回実施し、計
983名が参加した。

○

当初計画してい
た回数は実施で
きなかったの
で、来年は実施
したい。

子供が飽きないように新
たな種目を積極的に取り
入れていく必要がある。

市内全10地区にお
いて年間12回ず
つ、計年間120回
開催する。

9地区で58回実施。

サドジュニアオリンピッ
ク

市内の地域子ども会等の
チーム対抗で様々な競技
を競い、チームのために
自分ができることを考
え、実践する場を提供し
ます。

社会教育課 チームで同じ目標に向
かって取り組むことで、
社会性や協調性の向上を
図る。
また、チームの枠を超
え、参加児童同士が交流
し、仲間づくり及び向上
心の向上に繋げる。

小学生 年度内の事業実施 令和4年12月３日に開催を計
画したが、新型コロナの影響
により、令和５年１月26日に
中止を決定した。

△

中止となったた
め、事業内容は
評価ができな
い。

新型コロナの影響があ
り、多くの子どもが集
まっての開催は困難であ
る。

代替事業で開催。 佐渡市子ども会理事会
（R5.6.1）において、サド
ジュニアオリンピックは開催
せず、代替事業を開催するこ
とで決議。
事業内容は検討中。

ブックスタート事業 乳児健診時に絵本をプレ
ゼントすることで、絵本
を通じて親子でふれあう
時間をもってもらうきっ
かけを提供します。

社会教育課
（中央図書
館）

お渡しした絵本をきっか
けに、親子で絵本の楽し
さと図書館の利用方法を
知っていただく。

４か月健診に参加した親
子

配布人数
　２４１人

配布人数
　１４３人
（R4年12月末）

◎

対面での手渡し
を再開し、絵本
による愛着形成
の大切さについ
て伝えることが
できた。

配布人数
　209人

配布人数　270人 配布人数　92人（R5年8月
末）

子育て支援センターの設
置・運営
子育てグループ等の育成
支援

　子育て支援の拠点とし
て育児相談や育児サーク
ルの育成・支援、子育て
関連の情報を提供するこ
とにより、子育てに関す
る不安等の解消を図りま
す。
　また、地域の人との関
わりや、世代間交流の場
として、子どもを連れて
気軽に行けるプレイス
ポットなどの情報を整理
し、提供します。

子ども若者課
（子育て支援
係）

育児相談やサークルの育
成・支援、子育て関連情
報を提供する。
R２年度は、妊娠期から
の切れ目のない子育て支
援を目指して、助産師や
保健師が支援センターを
訪問し、未就園児を育て
る親への講話や相談業務
を行う。

子育て中の親とその子ど
も

公立支援センター
（５か所）と私立
支援センター（４
か所）の連携を強
化し、子育て支援
に繋げる。

佐渡市ホームページに公立お
よび私立支援センターのおた
よりや写真等を掲載した。

R3年度に試験的に実施したさ
わた子育て支援センターの日
曜開設を継続して実施してい
る。
（就園児も利用可）

○

佐和田子育て支
援センターの日
曜開設を毎週に
拡大し、子育て
世代の支援に繋
がった。
公立支援セン
ターの私立支援
センターの連携
強化に向けた取
り組みは実施で
きなかった。

さわた子育て支援セン
ターの日曜開設が好評で
あるが、土曜開催や他地
区での休日開催の要望が
ある。
日曜日は利用者も多いた
め３人体制で実施してい
るが、職員の確保が難し
い状況である。

出生数の低下に伴
い、支援センター
の利用者が減少し
ている。支援セン
ターのPR等を行
い、利用者の増加
に繋げる。

これまで要望が多かった、就
園児や島外からの来島者につ
いても子育て支援センターの
利用ができるよう、要綱の改
正を行った。就園児が保育園
をお休みして、育休中のお母
さんと支援センターを訪れ、
子どものリフレッシュにもつ
ながっている。また、お盆期
間は帰省者からの問い合わせ
が多くあり、帰省中の親子の
支援にもつながっている。

いのちの授業推進事業 当たり前のようにある
「いのち」。今ここにい
る奇跡。生まれてきた自
分はとてもすばらしい力
を持っていることを小さ
いうちから耳で聞いて、
感じてもらうことによ
り、将来、自分や周りの
人を大切に思う気持ちを
醸成します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

当たり前のようにある
「いのち」。今ここにい
る奇跡。生まれてきた自
分はとてもすばらしい力
を持っていることを小さ
いうちから耳で聞いて、
感じてもらうことによ
り、将来、自分や周りの
人を大切に思う気持ちを
醸成します。

子育て支援センター、保
育園、幼稚園、小学校、
中学校、高校の児童、生
徒、保護者対象

・実施回数44回
・参加者数1,200
人

・実施回数31回
・参加者数978人
・内訳
　保育園１園　小学校９校
中学校５校
中等教育学校１校
（1年、4年）
　高等学校1校

○

目標数には届か
なかったが、小
学校と保育園で
新規に実施する
ことができた。
アンケートでは
思春期を迎える
子ども達が、真
剣に自分と向き
合いたいという
感想が多かっ
た。

学年や年齢に合わせた有
効なプログラム内容であ
るが、学校のカリキュラ
ムが早い段階において決
まっており、日程調整が
難しいところがある。
養護教諭を中心に事業の
周知を図り事業実施につ
いて連携している。

・実施回数43回
・参加者数1,200
人

・実施回数8回
・参加者数752人
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具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

食育事業 親子や仲間、地域の人と
の交流、ふれあいの場と
し、食事づくりを通して
親子のふれあいや食への
関心を深めます。

子ども若者課
（園児支援
係）

テーマに沿った食育活動
を計画し、親子で取り組
み、食への関心を深め
る。
・食育教室

保育園児（年長児）とそ
の保護者

実施予定園全園で
実施

適正な主食量とお米への興味
関心を高めることをテーマ
に、おにぎり作りのクッキン
グと給食試食会を、年長児の
親子を対象に実施する。

・食育教室実施数
　公立保育園・私立保育園・
　こども園・へき地保育園
　26園中19園実施

◎

クッキングと講
話の組み合わせ
で実施し、多く
の保護者が参加
してくれた。食
育教室後に家庭
で給食メニュー
を実施してくれ
たり、主食量が
増えた子どもが
いたりと食育教
室の効果が感じ
られた。

給食の試食やクッキング
を行うことで、さらに効
果が高まるため、感染予
防をしながら実施できる
ように考えていきたい。

実施予定園全園で
実施

野菜への興味関心を高めるこ
とをテーマに、具だくさん汁
のクッキングと給食試食会
を、年長児の親子を対象に実
施する。また、生産者から有
機野菜の講話をいただく。

・食育教室実施数
　公立保育園・私立保育園・
　こども園・へき地保育園
　25園中24園実施

食育（いろいろな体験を
通して食の大切さを学
ぶ）事業

保育園で野菜を栽培、収
穫をしたクッキングや給
食で食することで、食へ
の関心について向上が図
られています。

子ども若者課
（園児支援
係）

自分たちで野菜を育て、
食べることを経験し、食
べ物への興味や食べるこ
とへの関心を持つ。
・野菜の栽培
・クッキング

保育園児 ・野菜の栽培（全
園で実施）

・クッキングにつ
いては、新型コロ
ナウィルスの感染
拡大防止を踏ま
え、状況をみなが
ら、可能な園から
実施していく。

野菜の栽培やクッキングをと
おして、食べ物への興味や関
心をもつ。

○野菜の栽培：全園で実施

○クッキング：全園で実施

◎

新型コロナウィ
ルス感染拡大防
止をしながら、
ほとんどの園で
クッキングを実
施することがで
きた。

クッキングを実施できた
園が増えてきた。

・野菜の栽培（全
園で実施）

・クッキングにつ
いては、感染症の
感染拡大防止を踏
まえ、園の状況を
みて実施する。

野菜の栽培やクッキングをと
おして、食べ物への興味や関
心をもつ。

○野菜の栽培：全園で実施

○クッキング：全園で実施

食育推進（早寝・早起
き・朝ごはん）事業

園児・保護者・祖父母等
を対象に、各保育園児の
現状を踏まえ、子どもの
生活リズムを整えられる
ように、正しい生活習慣
や食習慣等について講話
します。

子ども若者課
（園児支援
係）

佐渡の子どもの現状を大
人に伝え、家族全体で課
題に取り組む環境を作
る。
・お便り（元気な子通
信）での意識啓発
・朝ごはん・歯みがきが
んばりカードの実施

保育園児とその保護者、
祖父母

・元気な子通信の
配布配信（年１２
回）

・歯みがきがんば
りカードの実施
（年２回）

・正しい生活習慣や食習慣等
をテーマに「元気な子通信」
で意識啓発を図る。（4～１月
配布済み、ICTシステム導入園
はデータ配信を実施。）
・歯みがきがんばりカードを
実施し、食生活や歯の健康を
大切にした規則正しい生活習
慣を確立する。
　①６月　②11月

◎

・年12回配
布。
・年２回実施。

・毎月元気な子通信を配
布し、正しい生活習慣や
食習慣をテーマに保護者
へ普及啓発をしている。
・歯みがきがんばりカー
ドを年２回実施。歯みが
きの習慣を身につける
きっかけづくりとなって
いる。

・元気な子通信の
配布配信（年１２
回）

・歯みがきがんば
りカードの実施
（年２回）

"・正しい生活習慣や食習慣等
をテーマに「元気な子通信」
で意識啓発を図る。（4～9月
配布済み、ICTシステム導入園
はデータ配信を実施。）
・歯みがきがんばりカードを
実施し、食生活や歯の健康を
大切にした規則正しい生活習
慣を確立する。
　①６月　②11月"
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【基本目標】２．親育ち

　【基本施策】（１）安心して妊娠・出産ができる環境の整備

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

佐渡市不妊不育治療費助
成事業

不妊不育治療を受けた方
に治療に要した費用の一
部と通院費の一部、宿泊
費の一部を助成

健康医療対策
課

不妊対策について、関係
機関との連携を図りま
す。

不妊不育治療を行う夫婦
を受けている夫婦

対象となる方が申
請できるように関
係機関と連携し周
知する。

申請件数　13件

4月、12月に関係機関に事業
の説明をし、掲示物も追加し
て普及啓発に取り組んだ。

◎

普及啓発した効
果もありコロナ
前の水準に近付
いてきた。

周知方法について、関係
機関と連携していく。

対象となる方が申
請できるように関
係機関と連携し周
知する。

申請件数　1５件
（R5.９月末現在）
4月に関係機関に事業の説明を
し、普及啓発に取り組んだ。

　【基本施策】（２）子育て支援に関する情報提供・相談体制の充実

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

子育て支援情報の作成、
配布

子育て支援情報や子育て
サークルの活動紹介な
ど、配布することによ
り、子育ての当事者の仲
間づくりを進め、子育て
に関する不安の解消を図
ります。

子ども若者課
（子育て支援
係）

トキっ子応援プログラム
の内容修正、情報ツール
を活用した情報発信を再
検討。

子育て中の親 子育てに関するイ
ベントや助成に関
する情報を、随時
情報発信してい
く。

公園や子どもの遊び場などの
情報発信を行い、子育て世代
の利便性向上を目的に佐渡お
でかけマップを作成した。 ◎

ホームページ上
で佐渡お出かけ
マップ掲載し、
子どもの遊び場
や公園などの情
報を発信でき
た。

佐渡おでかけマップを作
成したが、周知及び活用
方法の検討が必要

子育てに関するイ
ベントや助成に関
する情報を、随時
情報発信してい
く。

4月にトキっ子応援プログラム
を発行し、市HPにも掲載し
た。

ペアレントトレーニング
（子どものパワーに負け
ない子育てが楽しく、楽
になるペアレント・ト
レーニング）

子どもへの接し方を学ぶ
ことで、子どもの問題行
動を減らすとともに、親
子がともに成長できるよ
う支援します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

子どもへの接し方を学ぶ
ことで、子どもの問題行
動を減らすとともに、親
子がともに成長できるよ
う支援します。

発達障がい児を持つ保護
者　幼児版･･3～5歳児
の保護者学童版･･小学校
低学年の保護者

・学童版
　開催回数16回
　参加実人数9人
　参加延人数48人
・幼児版
　開催回数16回
　参加実人数18人
　参加延人数73人

・学童版
　開催回数9回
　参加実人数9人
　参加延人数28人
・幼児版
　開催回数6回
　参加実人数10人
　参加延人数28人

○

参加者からは
「子育てに役立
つ、知り合いに
も教えたい」な
ど好印象だっ
た。

周知方法でもう少しSNS
などを広く活用すると良
かった。予定している8
名になかなか満たない。
保育園関係、学校関係へ
の周知も数回行う事が必
要であった。

・学童版３クールX8回
　開催回数２４回
　参加実人数１０人
　参加延人数５０人
・幼児版4クールX5回
　開催回数２０回
　参加実人数人２６人
　参加延人数人９０人

・学童版３クールX8回のうち
　開催回数１４回
　参加実人数４人
　参加延人数2５人
・幼児版4クールX5回のうち
　開催回数１０回
　参加実人数1８人
　参加延人数６５人

NPプログラム（Ｈａｐ
ｐｙママになるための子
育て講座）

　子育てのスキル（能
力）を高めることによ
り、親としての自信がつ
くよう支援します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

　子育てのスキル（能
力）を高めることによ
り、親としての自信がつ
くよう支援します。

0歳～5歳の子どもを持
つ親

・開催回数25回
　参加実人数30人
　参加延人数100
人

・開催回数35回
　参加実人数28人
　参加延人数114人

◎

参加した父母
は、悩んでいる
のは自分だけ
じゃないんだと
自己肯定感が高
まり、仲間づく
りができ親支援
の一助となっ
た。

チラシやSNSで周知して
も、参加者を集めること
が難しい。

・開催回数25回
　参加実人数30人
　参加延人数100
人

検討中

子どもが元気な佐渡が島
（たからじま）事業

佐渡市に住所地を持つ子
ども生まれた世帯に祝い
金を送り、新しい命が望
まれて誕生して来てくれ
たことに全島を挙げて注
目しお祝いをします。

子ども若者課
(子育て支援
係)

生まれてきた子どもは、
すべて佐度の宝であると
認識してもらい、佐渡全
島を挙げて家族を支援
し、家族の安心・安定、
出生数の増加につなげて
いくことについて検討。

里帰り出産等、佐
渡市外で出生届出
をした保護者に対
してももれなく支
給を行う。

佐渡市に居住する意思のある
家庭に対して、出生した児童1
人につき10万円の支給を行っ
ている。

R４支給児童数　203人

◎

支給対象家庭に
滞りなく出生祝
金を支給するこ
とができた。

申請に対して迅速に支給
が行えた。さらにスムー
ズな手続きができるよ
う、申請案内を改善して
いきたい。

里帰り出産等、佐
渡市外で出生届出
をした保護者に対
してももれなく支
給を行う。

佐渡市に居住する意思のある
家庭に対して、出生した児童1
人につき10万円の支給を行っ
ている。
R5支給児童数　９４人
（R5.8.31現在）

子育て支援センター充実
事業

佐渡市においても核家族
化進み、子育て世帯のパ
パママの孤立化が目立っ
てきています。子育て支
援センターにおいて、育
児についての不安や悩み
を相談できる場、同年代
の子どもを持つ親同士の
ピアサポートの場とし
て、子育ての悩みや情報
交換することにより、前
向きな育児を支援しま
す。

子ども若者課
（子育て支援
係）

月齢の少ない赤ちゃんと
育児を頑張っているその
保護者を笑顔で向かえ、
息抜きのできる場を提供
します。佐渡市全体で育
児をする世代を応援して
いるということを伝え、
安心して産み育てること
のできる佐渡市を目指し
ます。

未就園児とその保護者 子育て支援セン
ター５か所×月２
回
助産師が施設訪問

子育て中の休息の場として、
子育て支援センターを活用す
る。
助産師が月2回子育て支援セン
ターに訪問し、講話や、参加
者の悩みなどの相談を受けて
いる。

○

助産師が毎月１
回各支援セン
ターでミニサロ
ンを実施。様々
な講義を行う中
で、参加者同士
が気になること
などを話し合う
きっかけにも
なっており、利
用者同士の交流
や悩みを共有し
あえる場になっ
ている。

天候や感染症の状況、お
子さんの体調等で参加状
況が左右されるため、参
加者がいない回もあっ
た。その際は支援セン
ター職員への講習や利用
者についての情報交換を
行うなどして、専門職が
支援センターを訪れる機
会を利用している。

子育てミニサロン
各施設月１回
各種イベントの開
催　各施設月２回

毎月助産師が子育てミニサロ
ンを各施設で開催。子育てに
関する講話や個別相談を実
施。講話を通じて、参加者同
士の情報交換や交流の場に
なっている。
地域の方を講師にお招きし、
ベビーマッサージやアロマに
関する行事を開催。子育て中
のお母さんの息抜きの時間に
も繋がっている。

子育ち・親育ち学級 子育てを通して楽しく学
び、交流を深めてもらう
情報交換の場を提供しま
す。

社会教育課 親子・子育て世代を対象
とした講座・教室を開催
し、子育て世代のつなが
りや仲間づくりの場とし
て交流を深めてもらう。

子育て世代 親子・子育て世代
の不安や悩みを共
有し解消できる繋
がりや仕組みづく
り。

子育ち・親育ち学級を11回開
催。
・佐和田地区／９回 52人
・畑野地区／２回 24人

○

新型コロナによ
る中止は１回
あったが、ある
程度目標は達成
できた。

幼児等に関わる事業であ
り、新型コロナの影響に
左右されやすい。

佐和田地区で０回、畑野地区
で３回実施。

　【基本施策】（３）家庭と子育ての調和

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

男女共同参画事業 男女共同参画意識を啓発
し、男女が共に家庭や地
域活動、仕事のあり方に
ついて考え直し、協力し
て取組めるよう推進す
る。

市民課（人権
啓発係）

男女共同参画意識の啓発
を目的とした企業の経営
者向けセミナーの開催
（内容：女性の多様な働
き方を推進するため、男
性の家事育児等への参画
を促進する）
※企画課からの所管換え
に伴い目標再設定

市内企業・事業所の経営
者、管理職、人事担当

セミナーにより、
企業の代表者等に
対する男女共同参
画意識の啓発を図
る。
参加者目標数　30
名。

市内企業・事業所の経営者、
管理職、人事担当向けに、ア
ンコンシャス・バイアスにつ
いて正しく理解し、誰もが活
躍できる職場づくりを推進す
るワークショップ型の啓発セ
ミナーを、公益財団法人新潟
県女性財団と共催で開催し
た。

○

次年度以降は、
事業所向けのセ
ミナーを開催し
ている本市の産
業振興課と共催
するなど、開催
方法を工夫する
必要がある。

参加者数：１３名
事業所を対象に平日開催
としたが、目標数の参加
者を集めることができな
かった。

参加者数：目標３
０名

市内事業所の経営者、人事担
当者向けに「ワーク・ライ
フ・バランス」をテーマにし
たセミナーを１０月に開催(令
和５年８月末現在)
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【基本目標】３．地域育ち
　【基本施策】（１）地域における子育て支援サービスの充実

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

トキの島　ファミリーサ
ポートセンター事業

子育てをお手伝いしてほ
しい方（依頼会員）と子
育てをお手伝いしたい方
（提供会員）が会員登録
し、お互いに助け合う地
域の子育てサポート組織
です。提供会員の人材育
成を行うと共に制度の周
知を図る。

子ども若者
課（子育て
支援係）

会員のニーズを把握しな
がら、サービス内容の改
善、増加など事業拡大に
取り組む。
会員がサービスを利用し
やすい環境を作るため、
研修会や会員交流の開
催、利用料の助成を引き
続き行う。

子育てをお手伝いしてほ
しい方（依頼会員）
子育てをお手伝いしたい
方（提供会員）

〇研修会１回
〇交流会１回
〇ひとり親等の
経済的負担を軽
減し、相互援助
活動の実施を推
進することで、
日常生活の支援
につなげる。

〇会員登録数　176人
　　依頼会員　  98人
　　提供会員　  63人
　　両方会員　  15人
〇活動件数　延べ268件
〇ひとり親等の利用料補助を
実施

○

コロナ禍で研修
会・交流会の実
施なし。次年度
からは再開して
いきたい。
市は、基本料金
1時間につき
300円を負担し
ているが、ひと
り親等に該当す
る場合は400円
を負担してい
る。またR4年度
は県のひとり親
家庭等日常生活
サポート事業に
より、ひとり親
等の費用を全額
市・県で負担し
たため、経済的
負担の軽減が図
られた。
R4年度はR3年
度に比べ活動件
数が増加してお
り、子育て世代
の日常生活の支
援に繋がってい
る。

会員の登録状況に地域差
があり、提供会員の確保
が課題になっている。
特別支援学校への送迎利
用者が複数いるため実施
要綱(おおむね12歳まで)
の見直しの必要があるか
検討する。

研修会　2回
交流会　1回
会員台帳が会員
の登録当時のま
まのため、台帳
の整理を行う。
その中で、子ど
もが大きくなっ
た依頼会員に向
けて、提供会員
への切り替えを
案内する。

〇会員登録数　186人
　　依頼会員　108人
　　提供会員　  62人
　　両方会員　  16人
〇活動件数　延べ116件
（Ｒ5．８月末現在）
〇ひとり親等の利用料補助を
実施

放課後児童健全育成事業
（放課後児童クラブ）

共働きやひとり親家庭な
どの子どもが楽しく有意
義に過ごせる放課後の生
活の場所です。児童指導
員が、健康・安全・情緒
面に配慮しながら遊びを
主とする自主的な活動を
指導します。

子ども若者
課（子育て
支援係）

地域のニーズや利用者の
増減など利用実態に即し
た施設の整備・整理を計
画的に実施する。

昼間帰宅しても保護者の
いない留守家庭の小学生

R5.4月の加茂
児童クラブ開所
に向けて、児童
館からスムーズ
に移行する。

児童クラブ　13か所
（公立12、私立1）

ちのわファミリークラブとの
合意形成、加茂小保護者向け
に説明会を実施した。
また、保護者の利便性向上お
よび負担軽減のため、R5入会
申請をオンライン化した。

◎

加茂児童クラブ
新規開設に向
け、加茂小学校
保護者への説明
会を実施、備品
等購入し受入れ
準備を整えた。
また、児童クラ
ブ入会申請をオ
ンライン化し保
護者の利便性
図った。

児童クラブ入会申請オン
ライン化について、入力
項目や見易さ等について
申請者が分かり易くなる
ように改善の検討をす
る。

加茂児童クラブ
を新設開所し、
児童クラブ民営
委託を実施する
ことにより利用
者サービスの向
上を図る。

加茂児童クラブを新設開所
し、7月から利用者サービスの
向上及び支援員の資質向上を
目的として児童クラブの運営
を民間委託とした。

子育てエンジョイカード
事業

18歳までの子どもを育
てている家庭へ、協賛店
で提示すると、割引や特
典などにサービスを受け
ることできる「子育てエ
ンジョイカード」送付し
ている。家庭の経済的負
担の軽減を図り、地域全
体で子育てに取組む機運
の醸成を図ります。

子ども若者
課（子育て
支援係）

幅広い協賛店を確保する
ことにより、利用促進を
図る。

18歳までの子どもを養
育する世帯

事業の継続・廃
止を検討する。
また、アプリの
導入や他課事業
との連携につい
ても検討を行
う。

他課事業との連携は困難な状
況となっている。

継

一定数の利用は
いただいている
ものの、新規協
賛店の獲得が困
難である。

協賛店側のメリットが薄
く、新規獲得が難しい。

事業の継続・廃
止を検討する。
また、アプリの
導入についても
検討を行う。

協賛店より辞退の申出あり。
新規協賛店の確保は困難な状
況である。

　【基本施策】（２）保育サービスの充実

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

通常保育事業（保育整備
事業）

良質な保育環境の整備に
向け、保育園統合計画及
び民営化計画に基づき、
計画的な整備を進めま
す。

子ども若者
課（園児支
援係）

　相川保育園、あいかわ
幼稚園統合について、検
討している。

保育園、幼稚園 令和4年５月1
日の開園を目指
す。

相川保育園、あいかわ幼稚園
を統合した幼保連携型認定こ
ども園「あいかわこども園」
が令和４年５月１日より開園
した。

◎

開園が予定より
１月遅れたもの
の、統合した新
園舎で教育・保
育を開始するこ
とができた。ま
た、新しい園で
は課題となって
いた駐車場も整
備された。

新型コロナウイルス感染
症の影響により、開園が
１月遅れとなった。

スケジュールの
策定。

統合について、私立園と協議
しながら具体的なスケジュー
ルを検討する。

休日保育事業 日曜、祝日等に保護者の
就労等により保育に欠け
る児童の保育を行う

子ども若者
課（園児支
援係）

令和元年度より実施して
いない。

市内の公立・私立保育園
に在籍し、日曜・祝日に
保育を必要とする児童

必要性について
検討する。

実施していない。

△

必要性につい
て、引続き検討
していく。

実施していないが、要望
があった場合、職員配置
が可能か検討する必要が
ある。

必要性について
検討する。

実施していない。

病後児保育 病状が安定し回復に向
かっている子どもを専用
施設で一時保育します。
病院と連携し、保育士や
看護師などが、保育を担
当します。

子ども若者
課（園児支
援係）

　児童の保育及び看護を
行い、保護者の子育て及
び就労の両立を支援し、
児童の健全な育成を図
る。

生後6ヶ月経過後から小
学6年生までの児童で病
気の回復期であり、集団
生活が困難で、利用につ
いて医師の同意を得てい
る。

利用者が少数だ
が、必要とする
保護者はいるの
で維持してい
く。

登録者数　４０名
利用者数　２１名

◎

必要とする保護
者への対応がで
きた。

利用者が少数だったが、
必要とする保護者はいる
ので維持していく。

利用者が少数だ
が、必要とする
保護者はいるの
で維持してい
く。

登録者数　２１名
利用者数　１０名
（Ｒ５．８月末現在）

【 評価凡例 】　◎・・・達成できた　〇・・・概ね達成できた　△・・・達成できなかった　継・・・継続中  ３．地域育ち　7/12



具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

病児保育 病状が回復に至らない子
どもを専用施設で一時保
育します。病院と連携
し、保育士や看護師など
が、保育を担当します。

子ども若者
課（園児支
援係）

実施していない。 ー 必要性について
検討する。

実施していない。

△

必要性につい
て、引続き検討
していく。

必要性や受入体制につい
て検討していく。

必要性について
検討する。

実施していない。

保育料２人目以降無料化
事業

子育て家庭の就労と子育
ての両立を支援するた
め、多子世帯の経済的負
担の軽減を図ります。在
園児２人目以降の無料化
を実施するとともに、対
象児童の拡充を検討して
いきます。

子ども若者
課（園児支
援係）

　兄姉が小学1～3年生
の年齢にいる場合、在園
児の保育料無料、同時在
園でも2人目以降は無料
について、該当世帯に対
し減免を行っている。

保育園児 子育て世帯の経
済的負担軽減を
図るため、減免
を継続してい
く。

兄姉が小学1～3年生の年齢に
いる場合、在園児の保育料無
料、同時在園でも2人目以降は
無料について、該当世帯に対
し減免を行っている。 ◎

保護者の負担軽
減を図ることが
できた。

令和元年10月から幼児教
育・保育無償化制度が始
まり、対象外である0～2
歳児（第1子）の市民税
課税世帯については、
個々の減免申請により対
応していく必要がある。

子育て世帯の経
済的負担軽減を
図るため、減免
を継続してい
く。

兄姉が小学1～3年生の年齢に
いる場合、在園児の保育料無
料、同時在園でも2人目以降は
無料について、該当世帯に対
し減免を行っている。

副食費無償化事業 給食について、公立、私
立問わず一定の質を確保
するため、幼児教育・保
育の無償化に伴い保護者
の実費負担が基本のなっ
た副食費について佐渡市
が負担する

子ども若者
課（園児支
援係）

　給食提供における副食
にかかる食材料費は市が
負担する。

保育園児 給食の一定の質
を確保するた
め、市の負担を
継続していく。

給食提供における副食にかか
る食材料費は市が負担してい
る。

◎

保護者の負担軽
減を図ることが
できた。

副食にかかる食材につい
ては、一定の質を確保
し、提供している。

給食の一定の質
を確保するた
め、市の負担を
継続していく。

給食提供における副食にかか
る食材料費は市が負担してい
る。

　【基本施策】（３）地域との連携ネットワーク

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

しまびと元気応援団 「子どもは宝」をキー
ワードとして子育て、親
育て、地域づくりについ
て関係機関、団体との連
携を図ります。

健康医療対
策課

市民協働の健康づくり、
地域づくり。
佐渡市の「健康」の現状
を知り、親子の交流会の
実施、親子の料理教室、
むし歯予防の紙芝居等、
自分たちでできることを
実施。

子育て中の親とその子ど
も
子育てを支援する人

・小さなしまび
と元気まつりの
実施。4会場
・健康フェス
ティバルにしま
びと元気応援団
として参加し、
活動を周知す
る。

・全体で２２グループ。
・子育てのグループは６。新
たに父親の子育てグループが
立ち上がった。
・運動の効果を体験するため
６つの運動グループで体力測
定を実施した。
・温泉を拠点にした小さなし
まびと元気まつりを行う。

◎

・年2回かわら
版を全戸配布し
市のHPやしま
びとLineにて活
動の様子を周知
した結果、コロ
ナ前の水準に近
付いてきた。

・市内でコロナ感染が拡
大し活動が制限された。
・みんなで一緒に取り組
む体験や市民との交流を
通して、つながりを強化
していくことが必要。

・小さなしまび
と元気まつりの
実施。4会場
・健康フェス
ティバルにしま
びと元気応援団
として参加し、
活動を周知す
る。

・全体で２６グループ。
・子育てのグループは７。
・姿勢や生活改善を伝えるグ
ループや高齢者の働く場所づ
くりを通じたフレイル予防の
グループが立ち上がった。
・温泉を拠点にしたしまびと
元気まつりを行う。

青少年健全育成活動事業 地域・家庭・学校が連
携・協力し、青少年の健
全育成に努めます。（佐
渡市子ども会活動の充
実）

社会教育課 「毎月第3日曜日は家庭
の日」を推進し、子ども
たちが家庭を考え、家族
とふれあう機会を創出す
る。

各地区青少年健全育成協
議会
各地区子ども会連絡協議
会

「家庭の日」標
語コンクールを
開催し、佐渡市
内の子どもたち
が家族や家庭を
考える機会を創
出する。

12月から1月に作品募集
・応募数914点
選考会を開催し、2月18日に
表彰式を行う予定。

○

標語を考える中
で、家族や家庭
を考える機会を
創出することが
できている。

小中学校へ協力をお願い
しているが、全く応募が
ない学校がある。市内全
ての学校から応募いただ
けるよう引き続き協力依
頼をしていく。

「家庭の日」標
語コンクールを
開始し、佐渡市
内の子どもたち
が家族や家庭を
考える機会を創
出する。

12月から１月に作品募集。
２月上旬に選考会を開催し、
２月下旬に表彰式を行う予
定。

学校・家庭・地域の連携
促進事業

地域の人々が協働で教育
支援に取り組む仕組みづ
くりを推進し、地域力の
強化と地域コミュニティ
の活性化を図ります。

社会教育課 幅広い地域住民や団体等
の参画により、地域の教
育力の向上を図り、子ど
も達の社会性の向上や社
会を生き抜く力を育む。
また、地域人材を活用
し、全ての保護者が安心
して家庭教育を行える環
境を整える。

小・中学校 活動推進や地域
コーディネー
ターの資質向上
のため研修会の
実施。
放課後子ども教
室を１１校で実
施。
家庭教育支援活
動に、年間30
組以上の親子が
参加する。

地域とともにある学校づくり
運営研修会を１回開催
放課後子ども教室設置校９校
親子体験教室の実施9回
参加組数延べ51組

○

成果としては、
目標を上回る実
績を達成でき
た。

放課後子ども教室におい
て、地域コーディネー
ターの担い手が不足して
いる。

活動推進や地域
コーディネー
ターの資質向上
のための研修会
の実施。
放課後子ども教
室を11校で開
催。
家庭教育支援活
動を年間10回
開催。

・地域とともにある学校づく
り運営研修会／１回
・放課後子ども教室設置校／
11校
・家庭教育支援活動／２回

保育園地域活動事業 子どもと高齢者のふれあ
いの場を増やし、地域の
活動を通して、乳児から
高齢者までの異年齢の者
が交流できる場をつくり
ます。

子ども若者
課（園児支
援係）

子どもと高齢者のふれあ
いの場を増やし、地域の
活動を通して、乳児から
高齢者までの異年齢の者
が交流できる場をつくり
ます。

保育園児 地域活動を通し
て、異年齢の者
と交流の場をつ
くる。

祖父母参観等ふれあいの場
1４件

◎

異年齢の者とふ
れあう場を作る
ことは重要なの
で、継続して取
り組む。

新型コロナウイルス感染
症の影響により、予定ど
おり実施できないことも
あった。

地域活動を通し
て、異年齢の者
と交流の場をつ
くる。

祖父母参観等ふれあいの場
３２件

たからじまカレンダー作
成事業

地域全体で子どもを育て
るという意識をもち、祭
りや、伝統芸能、ふれあ
いの場で見られる笑顔あ
ふれる写真を募集し、カ
レンダーを作成します。

子ども若者
課（子育て
支援係）

佐渡市のイベント（祭
り、健診、ごみの日）１
つのカレンダーでわかる
ようにする。

18歳までの子どもを養
育する世帯

引き続き作成を
検討する。

市ホームページのイベントカ
レンダーやごみ分別アプリの
利用開始もあり、関係課と調
整ができていない状況であ
る。

△

作成できなかっ
た。

作成媒体含め検討の必要
がある。

事業内容につい
て再検討する。

地域全体で子どもを育てる意
識を持つための事業を再検討
中。
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　【基本施策】（４）安心して外出できる環境の整備

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

地域ぐるみの学校安全整
備推進事業

通学路等における防犯体
制、設備等を整備しま
す。

学校教育課 「子ども110番の家」の
活用など、通学路等にお
ける防犯体制、設備等を
整備します。

小・中学校　児童生徒 隊員数１５人を
確保。

・佐渡市子ども安全応援隊は
１２人（４月１１人、退任１
人、新任２人）
・１人当たり、８時間/月の範
囲内で活動（１月８時間で、
一人当たり年間９６時間）

○

子ども安全応援
隊員１２人を確
保して地域の見
守り活動を実
施。

１校につき１人なので、
広い校区全体を見守る負
担は大きい。
退任者の後任や新規での
担い手がいない。

隊員数１５人を
確保。

・佐渡市子ども安全応援隊は
１２人
・１人当たり、８時間/月の範
囲内で活動（１月８時間で、
一人当たり年間９６時間）

子どもがつなぐ地域の居
場所づくり事業

公共施設の空きスペース
や、商店街の空き店舗・
店舗内の空きスペース等
を有効活用して、気軽に
集まれる場づくりを進め
ます。

子ども若者
課（子育て
支援係）

子どもから高齢者まで、
楽しみ学べる交流の場と
して、事業実施団体へ補
助します。

子育て中の親とその子ど
も、子育てを支援する人

令和３年度を
もって、補助事
業廃止

―

令和３年度を
もって、補助事
業廃止

―

　【基本施策】（５）仕事と子育ての調和

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

ワーク・ライフ・バラン
スの普及（仕事と成果圧
の調和）

男女が共に仕事と子育て
をしながら安心して生活
できるようワーク・ワイ
フ・バランスの普及推進

市民課（人
権啓発係）

子育てをしながら職業生
活が安心して継続でき、
自己実現が図られる職場
環境づくりの普及を図る
ため、就労環境や働き方
に関する周知・啓発活動
を実施する。

市内事業所の人事担当者
等

就労環境や働き
方に関する周
知・啓発活動を
実施する。

女性の働き方と会社のこれか
らと題し市内事業所を対象と
したセミナーを開催した。
（R4.7月）
※R4.4月から市民課に人権啓
発係が設置されており、男女
共同参画に取り組まれている
ため、年度末の評価について
は市民課で行う。

○

「ワーク・ライ
フ・バランス」
の認知度は第３
次男女共同参画
計画策定時より
増えているが、
実践に向けて引
き続き啓発活動
を続けていく必
要がある。

参加者数：３４人
セミナーの参加者確保が
課題

参加者数：目標
３０名

市内事業所の経営者、人事担
当者向けに「ワーク・ライ
フ・バランス」をテーマにし
たセミナーを１０月に開催(令
和５年８月末現在)

周知および集客率の向上

子育て両立応援企業認証
事業

子育て世代が仕事と育児
及び家庭生活が両立でき
るよう職場作りに積極的
に取組む企業を認証しま
す。

子ども若者
課（子育て
支援係）

企業名のＰＲや子育て世
代のモチベーションアッ
プ等の効果。
企業のイメージアップに
よる人材確保の効果。

事業の実施につ
いて、関係課と
検討を行う。

ベビーファースト運動に参画
する事業者を募集し、子ども
を産み育てやすい佐渡市の実
現を目指している。また、参
画事業所のイメージアップ、
PRに寄与した。

参画事業所数　１９社
○

ベビーファース
ト運動に参画す
ることで、企業
のPR・イメー
ジアップに繋
がった。
また、子育て世
代が仕事と育児
及び家庭生活が
両立できるよう
な職場作りの第
一歩となった。

ベビーファースト運動の
周知、今後の展開につい
て検討する必要がある。

事業の実施につ
いて、関係課と
検討を行う。

ベビーファースト運動の周
知・展開について検討を行っ
た。
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【基本目標】４．配慮を必要とする子ども・家庭への支援体制づくり
　【基本施策】（１）すべての子どもを受け入れる環境づくり

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

障がい児保育 障がい児保育
障がい児に対する園児や
保護者の正しい理解を促
進します。

子ども若者課
（園児支援
係・子ども若
者相談セン
ター）

障がい児保育
障がい児に対する園児や
保護者の正しい理解を促
進します。

身体、知的、精神に障が
いのある児又はその疑い
のある児

加配職員研修
４回/年実施

(園児支援係）
・加配が必要な園児に対し適
切に職員を配置している。
・職員研修　4会場で実施。

加配申請
１園１名の申請受付

◎

（園児支援係）
加配配置職員数
は５３人。職員
研修は4会場で実
施した。
（子若セン
ター）
加配職員研修を
年4回実施し、障
がい児に対する
正しい理解と対
応を学ぶことが

（園児支援係）
専任保育士の確保。
（子若センター）
保育現場のスキル向上を目
指すよう研修会に参加でき
る環境整備（人員配置も含
む）が必要である。

加配職員研修
３回/年実施

(園児支援係）
・加配が必要な園児に対し適
切に職員を配置している。
・職員研修　３会場で実施。

加配申請
4園7名の申請受付

就学支援事業 経済的な理由で、就学、
進学が困難な家庭に対し
て就学支援を行います。
・就学援助制度

教育総務課 経済的な理由で、就学、
進学が困難な家庭に対し
制度の周知を図り、利用
しやすい制度とする。

小・中学校　児童生徒 援助が必要な世
帯へ、確実に制
度の周知ができ
るようにする。

就学援助認定者数
　小学校　394人
　中学校　251人

○

全児童・生徒へ
申請書用紙の配
布・提出を依頼
しており、制度
の周知は行き
渡っている。ま
た、学校との連
携により、高い
提出率を維持し
ている。

児童・生徒は減少傾向に
あるが、認定率は横ばい
となっており、継続的な
支援が必要である。

援助が必要な世
帯へ制度周知を
行うとともに、
保護者の利便性
向上を図るため
オンライン申請
の検討を進め
る。

就学援助認定者数
　小学校　372人
　中学校　206人
（R.5.9月末現在）

就学相談
介助員配置事業

一人ひとりの教育的ニー
ズに対応した指導の充実
を図ります。

学校教育課 〇支援を必要とする障が
い児への介助、学習支援
・重度障がい児の身体介
助
・身辺自立の支援
・多動傾向児への声か
け、安全確保
・パニック時の寄り添
い、知的障がい児への学
習支援
・けが治療中の児童生徒
の異動支援

支援を必要とする児童生
徒

支援が必要な児
童に合った、学
習支援、見守り
をする。

・市教委作成「介助員配置基
準」に則り、各校からの実態
も参考に、増加している支援
が必要な児童生徒数に応じて
介助員を配置する。
・配置介助員
７３名（昨年比　＋４名）
（小 55名　中 18名）

◎

・特別支援学級
が廃止になった
学校でも、支援
してもらうため
に介助員を配置
できた。教育的
ニーズに答える
ことができた。

・特別支援学級在籍児童
生徒を中心として、病気
や運動機能について見守
りや支援が必要な通常学
級在籍児童生徒にも配慮
している。
・通常学級在籍児童生徒
の中に支援が必要な児童
生徒が在籍しており、支
援が必要である。

支援が必要な児
童に合った、学
習支援、見守り
をする。

・市教委作成「介助員配置基
準」に則り、各校からの実態
も参考に、増加している支援
が必要な児童生徒数に応じて
介助員を配置する。
・配置介助員
７4名（昨年比　＋1名）
（小 57名　中 17名）

　【基本施策】（２）児童虐待防止対策の充実

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

要保護児童対策協議会 子ども若者相談センター
が虐待の通告・相談窓口
となり、関係機関と連携
して、個々に応じた対
応・支援を行います。
虐待を許さない、見逃さ
ない地域づくりのため、
関係機関と連携して予防
活動に取組む。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

子ども若者相談センター
が虐待の通告・相談窓口
となり、関係機関と連携
して、個々に応じた対
応・支援を行います。
虐待を許さない、見逃さ
ない地域づくりのため、
関係機関と連携して予防
活動に取組む。

○要保護児童
虐待等により保護者が児
童を監護することが不適
当であると認められる
ケース
○要支援児童
保護者の養育を支援する
ことが特に必要と認めら
れる児童
○特定妊婦
出産後の養育について出
産前において支援を行う
ことが特に必要と認めら
れる妊婦

要保護児童対策
協議会
　代表者会議２
回
　実務者会議
16回
　個別支援会議
200回

台帳管理数
　90世帯
182人

要保護児童対策協議会
　代表者会議2回
　実務者会議16回
　個別支援会議109回

台帳管理数
　54世帯　112人

○

学校や保育園か
らの通告の流れ
について、市教
委や児相等関係
機関と検討しフ
ローチャートを
新たに作成する
ことができた。
警察・児相・学
校・園との連携
体制ができ、ス
ムーズな情報共
有により支援に
繋げることがで
きた。

要対協管理の世帯につい
て、個別支援会議を行っ
て個別支援計画を立てる
ことが必要であるが、全
数実施することが難し
い。
個別支援会議を行った世
帯については、情報や課
題、支援の共有ができ、
連携して支援にあたるこ
とができた。

要保護児童対策
協議会
　代表者会議２
回
　実務者会議
16回
　個別支援会議
150回

台帳管理数
　80世帯
　150人

要保護児童対策協議会
　代表者会議1回
　実務者会議8回
　個別支援会議59回

台帳管理数
　57世帯　112人

養育支援訪問事業 養育支援が必要な家庭に
対して訪問し、支援する
ことにより虐待の防止を
図ります。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

養育支援が必要な家庭に
対して訪問し、支援する
ことにより虐待の防止を
図ります。

・妊娠期からの継続的な
支援が必要な家庭
・産後子育てに関して強
い不安や孤立感を抱える
家庭
・不適切な養育環境、虐
待の恐れやそのリスクを
抱えている家庭
・公的な支援につながっ
ていない児童のいる支援
を必要とする家庭

養育支援訪問事
業
　実人数10人
　世帯数10世
帯
　訪問延回数
300回

養育支援訪問事業
　実人数8人
　世帯数8世帯
　訪問延回数98回

○

支援をうけてい
た母子が、障が
いヘルパーの
サービスや保育
園入園につな
がった為、支援
が終了となった
ケースが多くあ
り、目標より少
なくなった。

支援が必要な家庭への介
入が難しい。助産師や地
区担当保健師、保育園や
学校関係者の丁寧な関り
により、親が安心して支
援を受けられるような体
制づくりを調整する必要
がある。

養育支援訪問事
業
　実人数15人
　世帯数15世
帯
　訪問延回数
200回

養育支援訪問事業
　実人数10人
　世帯数8世帯
　訪問延回数68回

　【基本施策】（3）障がいのある子どもとその家族への支援

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

育成医療 身体に障がいのある子ど
もや、現在の状態を放置
すると将来的な障がいを
残すと認められる子ども
に対し、必要な医療の一
部を助成します。

社会福祉課 助成対象者が円滑に医療
機関を受診するための支
援を行います。

身体に障がいがあるか、
またはその障がいを残す
と認められる18歳未満
の児童

助成対象者が円
滑かつ容易に医
療機関を受診す
るための支援を
行う。

受給対象者　１０人

◎

助成対象者につ
いては、申請後
速やかに手続き
を行い、滞りな
く給付を実施す
るとともに制度
の周知に努め
た。

ホームページや「障がい
祉のご案内」等を利用し
制度周知を実施してお
り、さらなる制度周知に
努めていく。

助成対象者が円
滑かつ容易に医
療機関を受診す
るための支援を
行う。

＜R5.8.31現在数値実績＞
受給対象者　３人

【 評価凡例 】　◎・・・達成できた　〇・・・概ね達成できた　△・・・達成できなかった　継・・・継続中 ４．配慮を必要とする子ども・家庭　10/12



具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

重度心身障がい者医療費
助成事業

こども医療費助成事業と
併せ、18歳到達後の最
初の3月31日までの入院
に係る医療費を無料化し
ます。

社会福祉課 助成対象者が円滑かつ容
易に医療機関を受診する
ための支援を行う。

身体障害者手帳（１～３
級）の交付を受けている
方
療育手帳Ａの交付を受け
ている方
精神障害者手帳１級の交
付を受けている方（※）

※平成29年9月1日より
条例改正より対象を追加

助成対象者が円
滑かつ容易に医
療機関を受診す
るための支援を
行う。

受給対象者　１，５９０人

◎

助成対象者につ
いては申請後速
やかに手続きを
行い滞りなく給
付を実施すると
ともに、手帳取
得者等に対し案
内を同封するな
どして制度周知
に努めた。

助成内容については、一
定の水準に達している。

助成対象者が円
滑かつ容易に医
療機関を受診す
るための支援を
行う。

＜R5.8.31現在数値実績＞
受給対象者　１，491人

療育相談、指導 障がいや疾病等の早期発
見のため、関係機関と連
携し継続的な支援を図り
ます。

健康医療対策
課

必要時にタイムリーに関
われるよう関係者との情
報共有を図る。
・随時対応

適切なニーズ把
握とタイムリー
な相談。必要に
応じて教室や医
療につながるよ
う支援する。

R４年度の利用数減はあった
が、５回の開催数を維持でき
た。しかし、申込0人の回が2
回あった。

○

前年度に比べ療
育相談の利用は
減少した。

利用が減少しており、適
切にニーズを把握してい
るか確認が必要。

適切なニーズ把
握とタイムリー
な相談。必要に
応じて教室や医
療につながるよ
う支援する。

R５年度は４回の開催数を維持
できた。利用者も前年度を上
回っている。

児童発達支援事業（療育
教室）

発達が気になる幼児に小
集団で社会性やルールを
学ばせ、個の能力を伸ば
すと共に保護者支援を行
います。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

児童の年齢や特性に合わ
せてｸﾗｽ編成し、2週間に
1回保護者同伴で通所訓
練を行う。
親子遊び、個別指導、小
集団での遊びや交流を通
して児の能力を伸ばすこ
とを支援する。

・落ち着きや集中力に心
配のある年長児
・言葉の遅れやコミュニ
ケーション等に心配のあ
る児
・発達の遅れが気になる
乳幼児

・幼児療育教室
（じゃんぷ）
　開催回数220回
　参加実人数70人
　参加延人数
1,000人
・幼児ことばここ
ろの教室
（さくらんぼ）
　開催回数168回
　参加実人数24人
　参加延人数200
人
・おでかけさくら
んぼ
　開催回数100回
　訪問園数16園
　参加実人数35人
　参加延人数200
人
・動作療法教室
（まつぼっくり）
　開催回数20回
　参加実人数10人
　参加延人数20人

・幼児療育教室（じゃんぷ）
　開催回数135回
　参加実人数65人
　参加延人数539人
・幼児ことばこころの教室
（さくらんぼ）
　開催回数69回
　参加実人数24人
　参加延人数94人
・おでかけさくらんぼ
　開催回数85回
　訪問園数16園
　参加実人数35人
　参加延人数172人
・動作療法教室
（まつぼっくり）
　開催回数14回
　参加実人数3人
　参加延人数19人

◎

療育教室の参加
者が増えており
クラス編成の工
夫や、午後の教
室を増やすこと
でサービスが充
実している。

昨年に続き療法教室（ま
つぼっくり）の参加者が
少なくまつぼっくりの知
名度を上げる対策が必
要。指導者が各保育園に
出向き指導者の為の研修
会を行ってもらう事をし
ていく。

・幼児療育教室
（じゃんぷ）
　開催回数220回
　参加実人数70人
　参加延人数
1,000人
・幼児ことばここ
ろの教室
（さくらんぼ）
　開催回数160回
　参加実人数25人
　参加延人数200
人
・おでかけさくら
んぼ
　開催回数100回
　訪問園数17園
　参加実人数40人
　参加延人数200
人
・動作療法教室
（まつぼっくり）
　開催回数24回
　参加実人数5人
　参加延人数50人

・幼児療育教室（じゃんぷ）
　開催回数96回
　参加実人数57人
　参加延人数383人
・幼児ことばこころの教室
（さくらんぼ）
　開催回数67回
　参加実人数17人
　参加延人数84人
・おでかけさくらんぼ
　開催回数69回
　訪問園数17園
　参加実人数37人
　参加延人数128人
・動作療法教室
（まつぼっくり）
　開催回数11回
　参加実人数3人
　参加延人数15人

　【基本施策】（4）ひとり親家庭等医療費助成事業

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

ひとり親家庭等医療費助
成事業

こども医療費助成事業と
併せ、18歳到達後の最
初の3月31日までの入院
に係る医療費を無料化し
ます。

子ども若者課
（子育て支援
係）

父、母又は養育者及び児
童が受診した際の医療費
を助成する。
【自己負担】
通院：１日につき530円
（同じ月で同一医療機関
５回目以降は無料）
入院：無料＜児童のみ＞

ひとり親家庭等の父、母
又は養育者及び児童
（18歳到達年度末、た
だし障害がある場合は
20歳未満）

ひとり親家庭等
の経済的負担を
軽減し、助成対
象者が容易に医
療機関を受診す
るための支援を
行う。

父、母又は養育者及び児童が
受診した際の医療費を助成し
ている。

受給者　961人 ◎

ひとり親家庭等
に対し、医療に
係る経済的負担
を軽減できた。

昔から利用がある受給者
であることを理由に、病
院側で受給者証の確認が
されなかった事例があっ
た。改めて各医療機関へ
の制度周知の必要があ
る。

ひとり親家庭等
の経済的負担を
軽減し、助成対
象者が円滑かつ
容易に医療機関
を受診するため
の支援を行う。

父、母又は養育者及び児童が
受診した際の医療費を助成し
ている。
受給者　親353人
　　　　子572人
(R5.8.31現在）

母子生活支援施設事業 18歳未満の子を養育し
ている母子家庭やそれに
準ずる状況にある母子が
一緒に入所して生活の安
定と自立をめざします。

子ども若者課
（母子生活支
援施設）

入所者個々のニーズに
沿った自立支援計画を策
定し、相談、援助を進め
ながら自立を支援する。
退所後においても必要に
応じて支援を行なう。

18歳未満の子どもを養
育している母子家庭。又
は母子家庭に準じる家庭

＜自立支援計画
＞年１回、再評
価６ヶ月ごとに
作成。
退所後支援の充
実。

＜相談、援助＞
入所３世帯
退所７世帯(来所、電話)
＜支援計画＞
自立支援目標策定会議、再評
価会議開催

○

個々のニーズに
合わせた支援計
画を作成し、関
係機関と連携し
ながら、自立に
向け支援を実施
した。

複合的な生活課題や心理
的課題に対して、生活を
共にする視点から、その
場に立った支援に努める
ことが求められる。

＜自立支援計画
＞年１回、再評
価６ヶ月ごとに
作成。
退所後支援の充
実。

＜相談、援助＞
入所３世帯
退所５世帯(来所、電話)
＜支援計画＞
自立支援目標策定会議、再評
価会議開催

生活困窮者等学習支援事
業

ひとり親や生活困窮世帯
の児童に対し、学習や生
活習慣のて定着に向けた
支援を行います。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

・学習支援員が対象児と
学習を通じて、信頼でき
る大人から頑張りを承認
されることで、自己肯定
感の向上を図り、社会性
の育成を目指す。
・学習支援を通じて、保
護者の不安が軽減し、親
子の関係が安定する。

・生活保護世帯の子ども
及びその保護者
・経済的に困窮状態にあ
り、養育環境に課題を抱
えたひとり親家庭の子ど
も及びその保護者
・その他市長が必要と認
める子ども及びその保護
者

対象世帯13世
帯
対象実人員15
人
訪問実回数250
回
訪問延回数260
回

対象世帯10世帯
対象実人員11人
訪問実回数352回
訪問延回数352回

◎

学習支援事業を
導入することで
母や子どもの不
安が軽減し、家
庭が安定した。
目標を超えてい
るが、必要な家
庭が途中で中断
してしまう場合
があった。

学習支援員が対象児と学
習を通じて、信頼関係を
築き、自己肯定感の向上
を図り、社会性の育成を
目指すことを継続して行
うことが必要であるが、
支援が必要な家庭への介
入が難しい。
一人ひとりに合った学習
支援員の確保が難しい。

対象世帯13世
帯
対象実人員15
人

訪問延回数350
回

対象世帯8世帯
対象実人員8人
訪問延回数78回

ひとり親家庭への総合的
な支援のための相談窓口
強化事業（就労支援）

こどもの将来が生まれ
育った環境に左右された
り、貧困の世代間連鎖を
解消するために、労働支
援専門員の配置をしま
す。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

こどもの将来が生まれ
育った環境に左右された
り、貧困の世代間連鎖を
解消するために、ひとり
親の就労相談窓口を強化
します。

母子家庭及び父子家庭等 相談実件数30
件
相談延件数20
件

相談実件数4件
相談延件数20件

○

支援者が企業と
つながり、良い
関係で調整をす
ることができ
た。

ひとり親の抱える悩みや
困り感を企業に理解して
もらい、企業と良い関係
で仕事ができるようにし
たいが、コミュニュケー
ションが苦手な人が多く
企業と親との調整が必要

相談実件数10
件
相談延件数20
件

相談実件数2件
相談延件数件2件
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　【基本施策】（5）配慮を必要とする子ども、家庭への支援

具体的事業名 事業内容 所管 方向性または目標 事業対象 R４ 目標 R４ 事業の進捗状況 Ｒ４ 評価 R４ 事業実施上の課題 Ｒ５ R５ 目標 R５ 事業の進捗状況 R５ 事業実施上の課題

教育相談 特別支援教育、就学相
談、就学指導等の教育相
談

学校教育課 特別支援教育、就学相
談、就学指導等の教育相
談

小・中学校　児童生徒及
び保護者

保育園・幼稚園
の就学支援児の
観察及び教育相
談全てに対応す
る。

・教育支援委員会の開催　年3
回開催(8/4，12/1、2/9)

・就学相談・面談　　70回
・教育相談支援訪問　41回
・保育園幼稚園訪問　49回

◎

・支援が必要な
幼児・児童・生
徒の学びの場に
ついて、学校保
護者とともに考
えることができ
た。

・関係機関を通じて相
談・面談を行った。
・支援を受ける必要亜あ
ることについて保護者の
理解を得るため、関係機
関との連携をさらに強く
することが必要である。

支援が必要な幼
児・児童の適切
な就学について
保護者と相談を
する。

・就学相談、面談、学校見学
同行　３０回

ひきこもり対策 適応指導教室（あすなろ
教室）の運営
不登校児童生徒訪問指導

学校教育課 適応指導教室（あすなろ
教室）の運営
不登校児童生徒訪問指導

小中学校　児童生徒 希望する家庭へ
の訪問指導をす
べて実施する。

あすなろ教室新規入級者5名
訪問指導　延べ272回実施

○

あすなろ教室の
入級者数や訪問
指導の回数が減
少傾向にある。

不登校になった児童生徒
に対して、放置せず、
ニーズそった何らかの支
援を継続していくこと

希望する家庭へ
の訪問指導をす
べて実施する。

あすなろ教室新規入級者2名
訪問指導　延べ99回実施
（R5.8月末現在）

ひきこもり対策 総合福祉相談支援セン
ターが相談窓口となり、
関係機関と連携して、当
事者の状況に合わせて支
援します。

社会福祉課
（総合福祉相
談支援セン
ター）

総合福祉相談支援セン
ターが相談窓口となり、
関係機関と連携して、当
事者の状況に合わせて支
援します。

ひきこもりの当事者、家
族および支援者

相談対応
関係機関連携
（社協・保健・
医療機関等）
子ども・若者の
居場所事業

相談件数　125件
関係機関調整　88件
子ども・若者の居場所事業
　サポートセンター利用者
　　延1161人（開所241日）
　フリースペース利用者
　　延67人（34回）
　　中止　２回 ○

・関係機関と連
携して相談対応
ができたケース
が多かったが、
役割分担や関係
機関の横の繋が
りをより密にし
ていく必要があ
る。

・複合的な課題を抱えて
相談につながるケースが
多く、関係機関と連携、
役割分担をしながら長期
的に関わる必要がある。
・当事者のニーズに沿っ
た支援に繋がるまで時間
を要するケースが多い。
・家族や当事者が相談し
やすくなるよう相談窓口
や広報の方法等検討が必
要である。

相談対応
関係機関連携
（社協・保健・
医療機関・保健
所等）
ひきこもり支援
事業

相談件数　44件
関係機関調整　30件
　（うちケース会議　２回）
ひきこもり支援事業
　サポートセンター利用者
　　延527人（開所85日）
　フリースペース利用者
　　延23人（12回）
※7月末現在

外国にルーツのある子ど
も・家庭への支援

佐渡市トキっ子応援プロ
グラムの外国版を作成
し、佐渡市の子育て支援
について理解を深め、外
国とつながる子ども・家
庭に対し、寄り添い支援
を進めます。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

佐渡市トキっ子応援プロ
グラムの外国版を作成
し、佐渡市の子育て支援
について理解を深め、外
国とつながる子ども・家
庭に対し、寄り添い支援
を進めます。

外国につながりのある子
ども及び保護者

開催回数1回
参加実人数10
人

開催回数　1回
参加実人数　4人
内容　外国籍ママの就労応援
講座「ビジネスマナー」 ◎

初めての開催
だったが、参加
者は学ことに興
味があり、継続
していきたい。

　文化や意識の違いか
ら、言葉や行動を理解し
てもらうことが難しい。
　国民性を事前に理解し
ておくことが必要

実施回数
1コース5回
参加者実数5人
参加者延数
　　　　25人

検討中

奨学金貸与事業 教育の機会均等を図り、
有能な人材を育成するこ
とを目的に奨学金の貸与
を行う。
【新制度】
〇高校等　年額18万円
（市外28万円）
〇専修、大学等　年額
60万円
【旧制度】
○高校等　月額1.5万円
一時金10万円
○専修、大学等
入学年度　年額130万
円、100万円、80万
円、60万円

教育総務課 教育の機会均等を図り、
有能な人材を育成するこ
とを目的に、奨学金の貸
与を行う。

高等学校、中等教育学校
の後期課程、特別支援学
校の高等部、高等専門学
校及び専修学校の高等課
程、専修学校の専門課
程、短期大学、大学に在
学する者

制度内容の周知
に努め、奨学金
貸与を必要とす
る生徒・学生が
貸与を受けられ
るようにする。

貸与者数
〇高等学校　 14人
〇専門学校･短大･大学 238人
〇誘致校(※)　36人
(※)伝統文化と環境福祉の専門
学校及び佐渡保育専門学校

◎

教育の機会均等
を図り、人材育
成に寄与した。

貸与開始から返還終了に
至るまで制度内容の周知
に努め、奨学金を必要と
している利用者が制度を
有効活用できるように努
める。
また、令和５年度からの
制度改正について、引き
続き周知徹底が必要であ
る。

Ｒ５制度改正の
周知に努め、奨
学金貸与を必要
とする生徒・学
生に貸与を行
う。

貸与者数
〇高等学校　 6人
〇専門学校･短大･大学 164人
〇誘致校(※)　17人
(※)伝統文化と環境福祉の専門
学校及び佐渡保育専門学校
（R.5.9月末現在）

子ども若者相談、支援 発達段階に応じた支援が
必要な妊娠期から39歳
までの子ども・若者を対
象に、総合相談窓口を設
置し、関係課、関係機関
と連携して、横断的且つ
継続的な支援を行うこと
により、社会の一員とし
て次代の佐渡を担う若者
を育成します。

子ども若者課
（子ども若者
相談セン
ター）

発達段階に応じた支援が
必要な妊娠期から39歳
までの子ども・若者を対
象に、総合相談窓口を設
置し、関係課、関係機関
と連携して、横断的且つ
継続的な支援を行うこと
により、社会の一員とし
て次代の佐渡を担う若者
を育成します。

妊娠期からの継続的な支
援が必要な家庭
産後子育てに関して強い
不安や孤立感を抱える家
庭
不適切な養育環境、虐待
の恐れやそのリスクを抱
えている家庭
公的な支援につながって
いない児童の居る支援を
必要とする家庭

相談実件数380
件
相談延件数
2,500件

相談実件数325件
相談延件数2,238件

○

学校や園からの
相談も多くあ
り、みんなで一
緒に考え役割分
担をして支援に
あたることがで
きた。悩んでい
る親も支援者も
孤立させないこ
とを意識して支
援にあたれた。

相談内容は多岐に渡り、
複雑で長期にわたるケー
スも多くある。専門職を
配置し、適切な対応をす
る必要がある。

相談実件数380
件
相談延件数
2,500件

相談実件数260件
相談延件数1,553件
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